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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一部品に一体化された横断部材の一部分（１ａ）とフレームの一セクション（１ｂ）
とを備える航空機胴体のフレーム要素（１０１、１０２、１０３）において、少なくとも
１つのストラット（１ｃ）をさらに備え、前記横断部材の一部分、前記フレームの一セク
ション、および前記ストラットが、一体型の三角形を形成する単一部品の３辺を形成し、
前記フレームの一セクションが、第１の下部フレーム要素（１０１）と第２の上部フレー
ム要素（１０２）との間に位置する第３のフレーム要素（１０３）の一部であって、前記
一体型の三角形が前記横断部材を支持することを特徴とする、航空機胴体のフレーム要素
。
【請求項２】
　金属部品で構成されることを特徴とする、請求項１に記載の航空機胴体のフレーム要素
。
【請求項３】
　機械加工部品で構成されることを特徴とする、請求項１または２に記載の航空機胴体の
フレーム要素。
【請求項４】
　複合材料からなる一体部品で構成されることを特徴とする、請求項１に記載の航空機胴
体のフレーム要素。
【請求項５】
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　前記一体型の三角形の角に結合部分（２ａ、２ｂ、２ｃ、５０、５１、５２）を備える
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の航空機胴体のフレーム要素。
【請求項６】
　小断面力領域に前記結合部分があることで、前記結合部分の断面の高さが、前記結合部
分を連結するセグメント（１ａ、１ｂ、１ｃ）に対して一定であることを特徴とする、請
求項５に記載の航空機胴体のフレーム要素。
【請求項７】
　前記一体型の三角形が、航空機外板の曲率に適合するように、前記フレームの一セクシ
ョン（１ｂ）を湾曲セグメント（１ｂ）として備えることを特徴とする、請求項１～６の
いずれか一項に記載の航空機胴体のフレーム要素。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項によるフレーム要素を備える、航空機胴体フレームと横断
部材のアセンブリであって、前記フレーム要素（１０３）が、上部フレーム（５）、床横
断部材（３）、および下部フレーム（４）を連結し、前記少なくとも一つのストラット（
１ｃ）として床ストラットに置き換わるセグメント（１ｃ）を備えることを特徴とする、
航空機胴体フレームと横断部材のアセンブリ。
【請求項９】
　前記床横断部材（３）、前記下部フレーム（４）、および前記上部フレーム（５）の少
なくとも１つが、隣接する要素に結合する箇所で、張出し部を有することなく一定高さ（
ｌ）であることを特徴とする、請求項８に記載の航空機胴体フレームと横断部材のアセン
ブリ。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の少なくとも１つの航空機胴体フレームと横断部材のアセンブ
リを備える航空機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機胴体のフレーム要素の実現化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存の航空機では、客室床、航空機の外板、および床ストラットの間に位置する領域は
「三角形領域」と呼ばれている。
【０００３】
　既存の航空機では、床横断部材、フレーム、およびストラットは単純な部品であり、特
に嵌込みによって堅固に、または接手を用いて可撓的に互いに組み立てられる。
【０００４】
　「胴体タブ・フレーム」と呼ばれる、貨物室横断部材の下に位置するフレームの部分は
、湾曲したフレーム要素と、貨物室床の取り付け部として機能する横断部材とを備える。
【０００５】
　フレームの上部は、上部湾曲フレーム要素と、手荷物用収納部がその下に固定される横
断部材をと備える。
【０００６】
　これら部材は、ねじ、リベット、または他の締結手段によって一体的に結合される。
【０００７】
　これら要素を互いに組み立てるには、特に床横断部材と上部フレームとの間に取り付け
なければならない締結具が多数あるため、多大な時間を必要とする。
【０００８】
　特に横断部材／フレームは、伝達力が比較的大きい領域、すなわち嵌込みトルクの大き
い領域で結合されなければならない。このため、フレームおよび横断部材の高さを局所的
に高くすることで、結合に必要な締結具をすべて配置することが可能になる。
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【０００９】
　部品の製造コストを低減し、連結部品の成形を簡単にするために、フレームは、押出し
断面材、機械加工部材、折曲げ部材、または一体に組み立てられフレームなどのフレーム
要素を形成する部材で実現することができる。
【００１０】
　取り付ける締結具の数が多いので、横断部材との結合部で一定の高さを保つことは、一
般に、不可能である。このために、単体部品のコストが増加する。
【００１１】
　特許文献１には、上部フレームに床横断部材および下部フレームへの連結アームを備え
た特定の実現法が記載されている。
【００１２】
　しかし、大型航空機に、そのような上部フレームを実現するには厄介かつ複雑である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】仏国特許出願公開第２,８７７,９１６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、航空機胴体の組立コストおよび時間の低減、機能性を変えずに構造の
質量を低減することによる航空機の性能の改善、機体の構成部品数の低減、および、部品
を単純化させることにより実現する製造コストの低減、である。
【００１５】
　具体的には、本発明の目的は、三角形領域、胴体タブ・フレーム領域、およびフレーム
の上部を構成する部品の設計を単純化することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　この目的を達成するために、本発明は、横断部材の一部分とフレームの一セクションが
単一部品に一体化した航空機胴体のフレーム要素を提案する。
【００１７】
　第１の実施形態によれば、航空機胴体のフレーム要素は金属部品で構成される。
【００１８】
　フレーム要素は、有利には、機械加工部品で構成される。
【００１９】
　第２の実施形態によれば、フレーム要素は、一体型の複合材部品で構成される。
【００２０】
　フレーム要素は、有利には、横断部材の一部分と、フレームの一セクションと、少なく
とも１つのストラットとを備え、当該横断部材の一部分、フレームの一セクション、およ
びストラットは、一体型の三角形を形成する単一部品に一体化され、フレームの一セクシ
ョンが、第１の下部フレーム要素と第２の上部フレーム要素との間に位置する第３のフレ
ームの要素の一部となり、当該一体型の三角形は横断部材を支持する。
【００２１】
　その場合、フレーム要素は、概ね三角形の角に結合部分を備える。
【００２２】
　この結合部分の領域は小さい力しか受けないので、これらの部品の断面の高さは、結合
部分を連結するセグメントに対して一定のままである。
【００２３】
　一体型の三角形は、有利には、航空機の外板の曲率に適合するように、フレームの一セ
クションを湾曲セグメントとして備える。
【００２４】
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　代替実施形態によれば、フレームのそのセクションは、航空機のフレームの湾曲した上
部または下部セクションである。
【００２５】
　その場合、フレーム要素は、航空機のフレームの湾曲した上部または下部セクションを
横断部材に連結する少なくとも１つのストラットを備え得る。
【００２６】
　さらに、本発明は、本発明によるフレーム要素を備える、航空機胴体フレームおよび横
断部材のアセンブリであって、フレーム要素が、上部フレーム、床横断部材、および下部
フレームを連結し、少なくとも一つのストラットとして床ストラットに置き換わるセグメ
ントを備える、航空機胴体フレームおよび横断部材のアセンブリに関する。
【００２７】
　床横断部材、下部フレーム、および上部フレームの少なくとも１つは、隣接する要素と
の結合部で、有利には、張出し部のない一定の高さを有する。
【００２８】
　本発明は、さらに、本発明のフレーム要素を実現する代替実施形態によるフレーム要素
を備える、航空機胴体フレームおよび横断部材のアセンブリであって、フレーム要素の横
断部材の部分が、航空機の貨物室横断部材または手荷物用収納部を取り付ける横断部材を
形成する、航空機胴体フレームおよび横断部材のアセンブリに関する。
【００２９】
　本発明は、本発明による航空機胴体フレームおよび横断部材のアセンブリの少なくとも
１つを備える航空機にも当てはまる。
【００３０】
　図面を参照しながら、本発明の非限定的例の以下の説明を読むことにより、本発明の他
の特徴および利点が明確に理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明によるフレーム要素の様々な実施形態を取り付けた航空機胴体セクション
の図である。
【図２Ａ】本発明の特定の実施形態による胴体フレーム要素の２つの変形形態の一図であ
る。
【図２Ｂ】本発明の特定の実施形態による胴体フレーム要素の２つの変形形態の一図であ
る。
【図３】上部フレーム、床横断部材、および下部フレームに連結された図２のフレーム要
素の図である。
【図４】上部フレームおよび床横断部材を有する、図３のフレーム要素のアセンブリの斜
視図である。
【図５】本発明による諸要素を備える航空機の横断面の斜視図である。
【図６Ａ】従来技術によるフレーム要素に基づく横断部材のアセンブリの正面図である。
【図６Ｂ】本発明によるフレーム要素を用いたアセンブリの正面図である。
【図７Ａ】本発明に適用可能な締結システムの２つの例の一図である。
【図７Ｂ】本発明に適用可能な締結システムの２つの例の一図である。
【図８】本発明に適用可能な締結システムの第３の例の図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明による、航空機胴体のフレーム要素の実現化に関して説明する。
【００３３】
　本発明のフレーム要素を取り付けた胴体の一セクションを表す図１によれば、本発明の
３つのフレーム要素を用いて、完全な航空機フレームおよび横断部材を実現している。
【００３４】
　第１の要素は、フレーム要素１０１であり、横断部材部分１０１ａが航空機の貨物室横
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断部材の形状を有し、「胴体タブ・フレーム」と呼ばれる湾曲した下部フレーム・セグメ
ント１０１ｂを備える。
【００３５】
　第２の要素は、フレーム要素１０２であり、横断部材部分１０２ａが、航空機の手荷物
用収納部を取り付けるための上部横断部材を形成し、機体の天井を支持する湾曲した上部
フレーム・セグメント１０２ｂを備える。
【００３６】
　第３の要素１０３は、上部フレームと、床横断部材と、下部フレームまたは貨物室横断
部材との間に配置されたフレーム要素である。
【００３７】
　連結セグメント４および５を合わせて完全なフレームを構成し、それに基づいて航空機
の胴体２００が組み立てられる。図１は、対象とするフレームの位置および大きさに応じ
て、本発明の諸フレーム要素を併せてまたは別々に用いて実現することができる、連続す
る２つのフレーム、アセンブリ、即ち航空機フレームの大部分を表す。
【００３８】
　本発明の航空機胴体のフレーム要素１０１、１０２、１０３は、金属部品、具体的には
最適な機械的特性を有する機械加工部品で構成することができ、または複合材料の一体部
品で構成することができ、この場合、フレーム要素は、たとえば、完成部品を実現するた
めに後から重合される樹脂を含浸させた複合材料の積層を併置することによって実現され
、この積層は、フレーム要素セグメントを作成して結合部分の位置を跨ぐことができ、ま
たは、セグメント全体を形成するように切り抜いて、重ね合わせることができる。
【００３９】
　図２Ａは、角に結合部分を備え且つ中央が空洞の、概ね三角形を有するフレームで構成
される第３のフレーム要素１０３を表す。
【００４０】
　図２Ａによれば、結合部分２ａ、２ｂ、２ｃは、三角形の角の内側にあり、図２Ｂでは
、結合部分５０、５１、５２は、三角形の角を越えて延出した張出し部である。
【００４１】
　フレーム要素１０３は、単一部品に一体化される、横断部材の一部分１ａ、フレームの
一セクション１ｂ、および床ストラット１ｃを備える。
【００４２】
　図３は、上部フレームおよび下部フレームが本発明のフレーム要素１０３に連結する領
域での本発明の完全な航空機フレーム構造の一セクションを表し、そこには、１本の床横
断部材３、１本の下部フレーム４または貨物室横断部材、および１本の上部フレーム５が
示されている。
【００４３】
　本発明のフレーム要素の角に実現される床横断部材３、上部フレーム５、および下部フ
レーム４への結合部分２ａ、２ｂ、２ｃは、フレーム要素１０３が単一の部品で実現され
た三角形であるので、従来の結合部分より少ない力を受ける領域になり、これら部分の断
面の高さは、結合部分を連結するセグメント１ａ、１ｂ、１ｃに対して実質的に一定のま
まになる。
【００４４】
　同様に、力の小さい領域で部品を結合するため、結合（三角形／フレーム、三角形／横
断部材）に必要な締結具の数は少なくてよく、多くの締結具を取り付けるための張出し部
を有する部品は必要なく、このように、結合部分２ａ、２ｂ、２ｃは、強化張出し部を有
さなくてよい。
【００４５】
　床横断部材は、力の小さい領域で三角形部品に連結されるため一定高さでよく、結果、
製造コストが低減する。
【００４６】
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　詳細には、床横断部材３は、図６Ｂに示されるように、フレーム要素に結合される箇所
に張出し部を有することなく一定の高さｌを維持しているのに対し、図６Ａに示される従
来技術の横断部材は、ストラットｂとフレームｄとの結合部ｃとの間の部分ａ２において
、その中央部分ａ１での高さｌ１に対して張り出し部ｌ２を備える。
【００４７】
　最後に、図３によってもやはり、本発明のフレーム要素は、力伝達領域での剛性を強化
するスティフナを形成する強化リブ７を備える。
【００４８】
　フレーム要素１０３、床横断部材３、および上部フレーム５間の結合部を表す図４によ
れば、前述の部品を中間要素なしに組み立てることが可能である。
【００４９】
　具体的には、平坦または重ね合わせた連結部を実現するために、床横断部材は、本発明
のフレーム要素に結合される領域において水平分枝の片側が取り除かれたＩビームでもよ
い。
【００５０】
　また、図７Ａに示されるような、従来技術の横断部材ａとフレームｄとの間の上部連結
リンク１０および下部連結リンク１１や、これら同じ部品に対し図７Ｂに示されるような
継目板１３による連結、または、横断部材によるフレームｄおよびストラットｂとの表面
接続に関し図８に示されるようなボルトまたはリベット連結部１２を備える、従来技術に
よる連結部を使用することもできる。
【００５１】
　航空機の一部分を表す図５に示されるように、本発明のフレーム要素１０３により上部
フレーム部分５が下部フレーム４まで延長し、三角形の斜辺を形成するそのセグメント１
ｂが、航空機胴体の外板６の曲率に適合するように湾曲している。
【００５２】
　横断部材３、下部フレーム要素４、および上部フレーム要素５は、本発明のフレーム要
素１０３に結合される領域で同じ高さを有し、フレーム要素１０３がその領域の外側に一
体の三角形部品を形成するだけであることから、製造が単純化されコストが低減する。
【００５３】
　このように、本発明の三角形フレーム要素に連結される部分は、結合領域の外側、詳細
には、床横断部材側と下部フレームまたは貨物室横断部材側に位置するので、その一体型
三角形部品に結合する領域内においてで同じ高さを有し、下部の三角形結合部２ｃは、特
に、別の下部フレームおよび貨物室横断部材を受け入れるような寸法にすることができる
。
【００５４】
　一体型三角形１０３を、組み立て部品（フレーム、ストラット、横断部材）の代わりに
取り付けるのと同様に、弧と一体式の弦からなる一体型部品１０１および１０２を、貨物
室横断部材の領域、または航空機上部のハット・ボックス（手荷物用収納部）につながる
領域に取り付けることにより、組み立て部数を低減し、且つ取り付けた箇所の剛性をより
高めることができる。
【００５５】
　一般的に言えば、この原理を適用して、ストラットを隣接する荷重支持要素に組み込む
ことができる。フレーム要素１０１および１０２は、フレーム要素１０３と同じ長所を有
しており、特に特定の実施形態において、図１に示されるように、下部のフレーム要素１
０１に１つまたは複数のストラット１０１ｃを備える。
【００５６】
　本発明のフレーム要素はまた、中空断面など、中空の本体を有するフレーム要素によっ
て実現することもできる。
【００５７】
　本発明は、本明細書に示された例に限定されることなく、特に、本発明のフレーム要素
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を他のフレーム・セグメントに結合することに関し、他の原理、たとえば溶接、接着、圧
着、偏心締結具、関節結合、嵌込みなどを考えることができる。
【００５８】
　同様に、重ね合わせや、シャックル式結合、突合せ結合により横断部材とフレームを結
合することもできる。
【符号の説明】
【００５９】
　１ａ　横断部材の一部分
　１ｂ　フレームの一セクション
　１ｃ　床ストラット
　２ａ　結合部分
　２ｂ　結合部分
　２ｃ　結合部分
　３　床横断部材
　４　下部フレーム
　５　上部フレーム
　６　外板
　７　強化リブ
　１０　上部連結リンク
　１１　下部連結リンク
　１２　リベット連結部
　１３　継目板
　５０　結合部分
　５１　結合部分
　５２　結合部分
　１０１　フレーム要素
　１０１ａ　横断部材部分
　１０１ｂ　下部フレーム・セグメント
　１０１ｃ　ストラット
　１０２　フレーム要素
　１０２ａ　横断部材部分
　１０２ｂ　上部フレーム・セグメント
　１０３　フレーム要素
　２００　航空機の胴体
　ａ　横断部材
　ａ１　横断部材の中央部分
　ａ２　ストラットｂと、フレームｄとの結合部ｃと間の部分
　ｂ　ストラット
　ｃ　結合部
　ｄ　フレーム
　ｌ　高さ
　ｌ１　高さ
　ｌ２　張り出し部
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